
 

住民票の写し等の請求書  
平成  年  月  日      

行 田 市 長 

                  ※請求には本人確認資料が必要です。 

請 求 者 

住所    

                                        電話番号     （    ） 

ﾌﾘｶﾞﾅ                               M・T  

氏名                       ○印   生年月日 S・H  年  月  日 

窓口に来た方 

(請求者と 

違うとき) 

 住所 

                                        電話番号     （    ） 

ﾌﾘｶﾞﾅ                               M・T  

氏名                       ○印   生年月日 S・H  年  月  日 

必要な住民

票 の 表 示 

 住    所 行田市 

 世帯主の氏名 

 抄本の場合、必要な方の氏名 

  世帯主との続柄（記載する・しない） 

本籍及び筆頭者（記載する・しない） 

住民票に記載されて

いる方との関係 
□本人  □同一世帯に属する者  

請求者が上記に該当しない場合には、下記のいずれかにチェックをつけた上で、請求

の理由を詳細に記載して下さい。 

 

 

請  

求 

理 

由 

□権利行使・義務履行のため 

□国又は地方公共団体の機関に提出するため 

□その他              

権限 

書類 

代理人又は使者の場合 

□委任状 □戸籍謄本  □登記記載事項証明書 □資格証明書 

□社員証 □身分証明書 □その他（          ） 

何が必要ですか。必要なものにチェックをつけて、必要枚数を記入して下さい。  

証
明
書
の
種
類 

□住民票謄本（住民票に記載されている方全員）           通 

□住民票抄本（住民票に記載されている個人）      通 

□その他    （除世帯）      通 

 

公民館
住民票 



請求に当たっての注意事項 

１ 請求の理由の記載について 

 ⑴ 権利の行使・義務の履行のために請求する場合 

   権利・義務の発生原因、内容とその権利行使又は義務履行のために住民票の記載事 

  項の確認を必要とする理由を詳細に記載して下さい。 

 ⑵ 国又は地方公共団体の機関に提出する理由 

   住民票等を提出する国又は地方公共団体名を記載して下さい。 

   また、その機関へ提出を必要とする理由も記載して下さい。 

 ⑶ その他の理由で請求する場合 

   住民票の記載事項の利用目的、方法とその利用を必要とする理由を記載して下さい。 

２ 本人等以外（第三者）の申出による交付請求にについて 

  住民票等の写しの利用目的、利用する理由を明らかにしてもらうと共に、疎明資料を 

提示又は提出していただくことになります。 

３ 本人確認の資料について 

  窓口に来られた方について、ご本人であることを確認できる書類の提示が必要です。 

４ 権限確認書類について 

  窓口に来られた方が、請求者の代理人又は使者である場合には、代理権限又は使者の 

 権限を証明する書類が必要です。 

５ 押印について 

  交付請求書には、窓口に来られた方の署名又は記名押印が必要です。 

６ 罰則 

  偽りその他不正な手段により、住民票等の交付を受けた場合は、過料（10 万円以下) 

が処せられます。 

市使用欄(本人確認方法) 

Ⓐの書類 1 枚提示 

 

 

Ⓐ 

1 運転免許証 2 旅券(パスポート)  

3 住基カード(写真付) 

4 その他官公署が発行した免許証、許可書又は資格証明書

（             ）    

Ⓑの書類 2 枚提示 

 

Ⓑの書類 1 枚提示及びⒸ

の書類 1 枚提示 

    

Ⓑの書類 1 枚提示及びⒹ

の書類 1 枚提出 

 

Ⓒの書類 1 枚提示及びⒹ

の書類 1 枚提出 

 

Ⓓの書類 1 枚提出 

(ⒶⒷⒸいずれも無い場合) 

Ⓑ 

5 上記の書類が更新中の場合に交付される仮証明書、引換

証類 

6 地方公共団体が交付する敬老手帳 7 生活保護受給者証 

8 健康保険の被保険者証 9 各種年金証書    

10 住基カード(写真無)  11 その他(                  ) 

Ⓒ 

12 学生証 13 預金通帳 14 社員証 

15 その他（             ） 

Ⓓ 

16 調査書 

 


